
亀 山 市 告 示 第 ９ ５ 号  

 亀 山 市 障 害 者 地 域 活 動 支 援 事 業 実 施 要 綱 の 一 部 を 改 正 す る 告 示 を

次 の よ う に 定 め る 。  

  令 和 元 年 １ ２ 月 １ ９ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

   亀 山 市 障 害 者 地 域 活 動 支 援 事 業 実 施 要 綱 の 一 部 を 改 正 す る 告

示  

 

 亀 山 市 障 害 者 地 域 活 動 支 援 事 業 実 施 要 綱 （ 平 成 １ ８ 年 亀 山 市 告 示

第 １ １ ８ 号 の ３ ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ２ 条 中 「 第 ２ ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 亀 山 市 の 支 給 決 定 を 受 け

た 者 」 を 「 第 ４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 障 害 者 及 び 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す

る 障 害 児 」 に 改 め る 。  

 第 ３ 条 第 １ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

（ １ ） 地 域 生 活 支 援 事 業 実 施 要 綱 （ 平 成 １ ８ 年 ８ 月 １ 日 付 け 障 発 第

０ ８ ０ １ ０ ０ ２ 号 厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 障 害 保 健 福 祉 部 長 通

知 ） 別 記 ９ に 定 め る 移 動 支 援 事 業  

 第 ３ 条 第 ２ 号 中 「 地 域 生 活 支 援 事 業 実 施 要 綱 （ 平 成 １ ８ 年 ８ 月 １

日 付 け 障 発 第 ０ ８ ０ １ ０ ０ ２ 号 厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 障 害 保 健 福

祉 部 長 通 知 ） 別 記 ７ そ の 他 の 事 業 」 を 「 地 域 生 活 支 援 事 業 実 施 要 綱

別 記 １ １ に 定 め る 任 意 事 業 」 に 改 め る 。  

 第 ７ 条 第 １ 項 中 「 別 表 に 定 め る 金 額 」 を 「 、 第 ３ 条 第 １ 号 に 掲 げ

る 事 業 に あ っ て は 別 表 第 １ に 定 め る 基 準 額 の １ ０ パ ー セ ン ト に 相 当

す る 金 額 （ 複 数 の 対 象 者 に 対 し ホ ー ム ヘ ル パ ー １ 人 を 派 遣 す る 方 法

に よ り こ の 事 業 を 利 用 す る 場 合 は 、 当 該 金 額 か ら 当 該 金 額 の ３ ０ パ

ー セ ン ト に 相 当 す る 金 額 を 控 除 し た 金 額 ） を 、 同 条 第 ２ 号 に 掲 げ る

事 業 に あ っ て は 別 表 第 ２ に 定 め る 基 準 額 」 に 、 「 直 接 実 施 施 設 に 支

払 わ な け れ ば 」 を 「 負 担 し な け れ ば 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 項 中 「 及 び

亀山市障害者移動支援事業実施要綱（平成１８年亀山市告示第１１８



号 の ２ ） の 規 定 に よ る 事 業 」 を 削 る 。  

 第 ９ 条 中 「 別 表 に 定 め る 金 額 か ら 」 を 「 第 ３ 条 第 １ 号 に 掲 げ る 事

業 に あ っ て は 別 表 第 １ に 定 め る 基 準 額 か ら 、 同 条 第 ２ 号 に 掲 げ る 事

業 に あ っ て は 別 表 第 ２ に 定 め る 基 準 額 か ら 、 そ れ ぞ れ 」 に 改 め る 。  

 別 表 中 「 を 超 え る 」 を 「 以 上 の 」 に 改 め 、 同 表 備 考 の ６ 中 「 第 ４

条 第 ３ 項 」 を 「 第 ４ 条 第 ２ 項 」 に 改 め 、 同 表 を 別 表 第 ２ と し 、 附 則

の 次 に 次 の １ 表 を 加 え る 。  

別 表 第 １ （ 第 ７ 条 、 第 ９ 条 関 係 ）  

身 体 介 護 の 別  利 用 時 間  基 準 額  

身 体 介 護 を 伴 う

場 合  

３ ０ 分 未 満 の 場 合  ２ ， ５ ４ ０ 円  

３ ０ 分 以 上 １ 時 間 未 満

の 場 合  

４ ， ０ ２ ０ 円  

１ 時 間 以 上 １ 時 間 ３ ０

分 未 満 の 場 合  

５ ， ８ ４ ０ 円  

１ 時 間 ３ ０ 分 以 上 の 場

合  

５ ， ８ ４ ０ 円 に １ 時 間

３ ０ 分 以 後 ３ ０ 分 ま で

ご と に ８ ３ ０ 円 を 加 算

し た 額  

身 体 介 護 を 伴 な

わ な い 場 合  

３ ０ 分 未 満 の 場 合  １ ， ０ ５ ０ 円  

３ ０ 分 以 上 １ 時 間 未 満

の 場 合  

１ ， ９ ７ ０ 円  

１ 時 間 以 上 １ 時 間 ３ ０

分 未 満 の 場 合  

２ ， ７ ６ ０ 円  

１ 時 間 ３ ０ 分 以 上 の 場

合  

２ ， ７ ６ ０ 円 に １ 時 間

３ ０ 分 以 後 ３ ０ 分 ま で

ご と に ７ ０ ０ 円 を 加 算

し た 額  

様 式 第 １ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 



様式第1号(第5条関係) 

  年  月  日   

 

  亀山市福祉事務所長 様 

 

障害者地域活動支援事業利用(変更)申請書 

 

申請者 住 所              

氏 名          印   

 

 

 次のとおり亀山市障害者地域活動支援事業を利用したいので申請します。 

対象者

の状況 

氏 名   

住 所   

生 年 月 日       年   月   日 

障害の

状 況 

手帳の有無

及 び 種 類 
( 有 ・ 無 )  

障 害 名   

そ の 他   

移動支援事業 

利用回数等 月     回 

希望事業所  

身体介護の有無 有  ・  無 

日中一時支援事業 
利用回数等 月     回 

希望事業所  

変 更

内 容 

変
更

前 

  変
更

後 

  

届出者 

氏
名 

  利用者との

続 柄 

  

住
所 

  
電 話 番 号 

  

 



様 式 第 ２ 中 「  デ イ サ ー ビ ス   」 を  

削 り 、 同 様 式 備 考 の １ 中 「 三 重 県 知 事 」 を 「 亀 山 市 長 」 に 改 め る 。  

 様 式 第 ３ 号 備 考 の １ 中 「 三 重 県 知 事 」 を 「 亀 山 市 長 」 に 改 め る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 告 示 は 、 公 表 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 亀 山 市 障 害 者 移 動 支 援 事 業 実 施 要 綱 の 廃 止 ）  

２  亀 山 市 障 害 者 移 動 支 援 事 業 実 施 要 綱 （ 平 成 １ ８ 年 亀 山 市 告 示 第

１ １ ８ 号 の ２ ） は 、 廃 止 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

３  こ の 告 示 の 施 行 の 日 前 に こ の 告 示 に よ る 改 正 前 の 亀 山 市 障 害 者

地 域 活 動 支 援 事 業 実 施 要 綱 又 は 廃 止 前 の 亀 山 市 障 害 者 移 動 支 援 事

業 実 施 要 綱 の 規 定 に よ り な さ れ た 処 分 、 手 続 そ の 他 の 行 為 は 、 こ

の 告 示 に よ る 改 正 後 の 亀 山 市 障 害 者 地 域 活 動 支 援 事 業 実 施 要 綱 の

相 当 規 定 に よ り な さ れ た 処 分 、 手 続 そ の 他 の 行 為 と み な す 。  

 


